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◼ 支援基準とは、株式会社脱炭素化支援機構が、支援決定（支援対象事業者及び支援内容の
決定）に当たって従うべき基準。

◼ 地球温暖化対策推進法第36条の24に基づき、経済産業大臣と事業所管大臣への協議を経たう
えで、環境大臣が告示形式で制定。

株式会社脱炭素化支援機構 支援基準の概要 令和４年10月28日制定

支援基準の主な内容

１ 支援の対象となる対象事業活動が満たすべき基準
（１）政策的意義
・温室効果ガスの削減効果が高いこと
・経済と環境の好循環の実現を踏まえたものであること

等

（２）民間事業者等のイニシアチブ
・脱炭素事業の推進に意欲のある民間事業者等の後押しとなること
・民間事業者等からの出資総額が、機構からの出資額以上であること

等

（３）収益性の確保
・対象事業者が適切な経営責任を果たすことが認められること
・機構による適切な支援が行われることにより収益確保が認められること

等

（４）地域との合意形成、環境の保全及び安全性の確保
・地方公共団体や地域住民との適切なコミュニケーションを確保すること
・地方公共団体が示した再生可能エネルギー事業に関する環境配慮の
考え方に従っていること 等

２ 対象事業活動全般について機構が従うべき事項

（１）運営全般
・積極的に案件を発掘し、対象事業活動に対し、効果的な
支援を行うこと
・脱炭素ビジネスへのリスクマネーの供給を先導すること 等

（２）投資規律の確保
・運用の透明性を確保すること 等

（３）機構の長期収益性の確保
・事業年度ごとに進捗状況や収益性を適宜評価しつつ、長期
収益性を確保すること 等

（４）民間ステークホルダーとの連携
・機構の中立性を確保すると同時に、民間出資者等とともに、
オールジャパンで脱炭素社会の実現に取り組む機運の醸成
に継続的に努めること 等

（５）その他
・行政機関等の関係者と相互に連携を図り、相乗効果発揮
による効率的な支援を行うこと 等
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